
議
案
第
２
号

鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
9
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議

決
を
求
め
る
。

平
成
2
6
年
２
月
1
2
日

鳥
取
県
知
事

平
井

伸
治

鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成
1
9
年
鳥
取
県
条
例
第
1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正

後
改

正
前
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別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

運
用
益
金

運
用
益
金

名
称

設
置
目
的
積
立
て
の
整
理
又

処
分
事
由

名
称

設
置
目
的
積
立
て
の
整
理
又

処
分
事
由

は
処
理

は
処
理

略
略

1
8

鳥
失
業
者
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

1
8

鳥
県
内
の
一
般
会
一
般
会
計
(
１
)
離
職
者
等
の
次

取
県
に
対
す
る
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

取
県
離
職
者
等
計
歳
入
歳
入
歳
出

の
雇
用
ま
で
の
短
期

緊
急
短
期
の
就
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

緊
急
（
離
職
を
歳
出
予
予
算
に
計

の
雇
用
・
就
業
機
会

雇
用
業
機
会
の
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

雇
用
余
儀
な
く
算
に
定
上
し
て
当

を
創
出
・
提
供
す
る

創
出
提
供
及
び
め
る
額
該
基
金
に

創
出
さ
れ
た
非
め
る
額
該
基
金
に

等
の
事
業
に
必
要
な

事
業
能
力
開

積
立
て

事
業
正
規
労
働

積
立
て

経
費
の
財
源
に
充
て

臨
時
発
、
就
業

臨
時
者
、
中
高

る
と
き
。

特
例
相
談
、
住

特
例
年
齢
者
等

(
２
)
離
職
者
等
の
住

基
金
宅
の
確
保

基
金
の
失
業
者

宅
の
確
保
、
就
労
支

そ
の
他
の

を
い
う
。

援
・
相
談
支
援
体
制

支
援
を
行

以
下
こ
の

の
充
実
を
図
る
事
業

う
と
と
も

項
に
お
い

に
必
要
な
経
費
の
財

に
、
就
業

て
同

源
に
充
て
る
と
き
。

し
て
い
る

じ
。
）

者
の
処
遇

を
、
次
の

の
改
善
等

雇
用
に
至

を
支
援
す

る
ま
で
の

る
こ
と
に

間
、
就
業

よ
り
、
労

機
会
の
提
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働
者
の
生

供
、
住
宅

活
の
安
定

の
確
保
等

を
図
る
こ

に
よ
り
支

と
。

援
し
、
こ

れ
ら
の
者

の
生
活
の

安
定
を
図

る
こ
と
。

略
略

2
6

鳥
自
死
を
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

2
6

鳥
自
殺
を
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

取
県
防
ぐ
た
め
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

取
県
防
ぐ
た
め
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

自
死
の
相
談
体
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

自
殺
の
相
談
体
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

対
策
制
の
整
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

対
策
制
の
整
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

緊
急
備
、
人
材
め
る
額
該
基
金
に

緊
急
備
、
人
材
め
る
額
該
基
金
に

強
化
の
養
成
等

積
立
て

強
化
の
養
成
等

積
立
て

基
金
に
よ
り
、

基
金
に
よ
り
、

県
内
の
自

県
内
の
自

死
に
対
す

殺
に
対
す

る
施
策
及

る
施
策
及

び
体
制
の

び
体
制
の

充
実
強
化

充
実
強
化

を
図
り
、

を
図
り
、

も
っ
て
自

も
っ
て
自

死
の
防
止

殺
の
防
止
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及
び
自
死

及
び
自
殺

者
の
親
族

者
の
親
族

等
に
対
す

等
に
対
す

る
支
援
の

る
支
援
の

充
実
に
資

充
実
に
資

す
る
こ

す
る
こ

と
。

と
。

略
略

3
5

鳥
海
岸
漂
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

3
5

鳥
海
岸
漂
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

取
県
着
物
の
円
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

取
県
着
物
の
円
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

海
岸
滑
な
回
収
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

海
岸
滑
な
回
収
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

漂
着
及
び
処
理
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

漂
着
及
び
処
理
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

物
対
並
び
に
発
め
る
額
該
基
金
に

物
対
並
び
に
発
め
る
額
該
基
金
に

策
基
生
の
抑
制

積
立
て

策
基
生
の
抑
制

積
立
て

金
を
図
り
、

金
を
図
り
、

も
っ
て
海

も
っ
て
海

岸
に
お
け

岸
に
お
け

る
良
好
な

る
良
好
な

景
観
及
び

景
観
及
び

環
境
の
保

環
境
の
保

全
に
資
す

全
に
資
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

3
6

鳥
農
業
経
一
般
会
一
般
会
計

当
該
基
金
の
設
置
目

取
県
営
の
規
模
計
歳
入
歳
入
歳
出
的
を
達
成
す
る
た
め
に

-16-



農
業
拡
大
、
農
歳
出
予
予
算
に
計
必
要
な
経
費
の
財
源
に

構
造
用
地
の
集
算
に
定
上
し
て
当
充
て
る
と
き
。

改
革
団
化
、
新
め
る
額
該
基
金
に

支
援
た
に
農
業

積
立
て

基
金
を
営
も
う

と
す
る
者

の
参
入
の

促
進
等
に

よ
る
農
用

地
の
利
用

の
効
率
化

及
び
高
度

化
を
図

り
、
も
っ

て
農
業
の

生
産
性
の

向
上
に
資

す
る
こ

と
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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